J 118-4 歩行運動処置（ロボットスーツによるもの）（1日につき）：900点

注1）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注2）　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第５条に規定 する指定難病の患者であって、同法第７条第４項に規定する医療受給者証を交付 されているもの（同条第１項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を 満たすものとして診断を受けたものを含む。）に対して実施された場合には、900 点を所定点数に加算する。

注3） 導入期５週間に限り、１日につき2,000点を９回を限度として加算する。

＜疑義解釈資料の送付について（その２）＞

・事務連絡（保険局医療課）：平成28年4月25日

【抜粋】

処置・ロボットスーツによるもの

問31：）区分番号「Ｊ１１８－４」歩行運動処置（ロボットスーツによるもの）を実施するに当たって、初めてロボットスーツを装着する際には患者の体重、大腿長、下腿長、腰幅などを勘案して当該患者に適切な装着条件を探索する必要があるが、当該プロセスに係る技術はどのように算定するのか。
答：初めて当該処置を実施する場合の装着条件の探索については、１肢毎に区分番号「Ｊ１２９」治療装具の採型ギプスの「２」義肢装具採型法（四肢切断の場合）（１肢につき）に準じて算定（700点）する。

＜適用疾患＞
対象となる緩徐進行性の神経・筋疾患は、以下の８疾患である。
【１】脊髄性筋萎縮症（SMA）・【２】球脊髄性筋萎縮症（SBMA）・【３】筋萎縮性側索硬化症（ALS）

【４】シャルコー・マリー・トゥース病（CMT）・【５】遠位型ミオパチー・【６】封入体筋炎（IBM）

【７】先天性ミオパチー・【８】筋ジストロフィー

